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市第20号議案 

   公有水面埋立てに関する意見提出 

 次のように公有水面の埋立てをすることについて市長の意見を求

められたので、この埋立計画は、横浜港の物流機能の充実及び国際

競争力の強化並びに大規模地震にも対応できる岸壁の整備を図るた

め必要である旨の意見を横浜港港湾管理者横浜市代表者横浜市長に

提出する。 

平成27年５月21日提出 

横浜市長 林   文 子 

１ 埋立てをしようとする者の名称及び住所 

  名  称  国土交通省関東地方整備局 

         代表者 国土交通省関東地方整備局長 

              越 智 繁 雄 

  住  所  さいたま市中央区新都心２番地の１ 

２ 埋立区域 

  位  置  中区南本牧１番、５番及び７番の３地先公有水面 

  区  域  別図１のとおり 

  面  積  3,523.64㎡ 

３ 埋立てに関する工事の施行区域 

  位  置  中区南本牧１番、５番及び７番の３地先公有水面 

  区  域  別図２のとおり 

  面  積  172,455.76㎡ 

４ 埋立地の用途 

  ふ頭用地    約 0.3ha  

保管施設用地  約 0.1ha  
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 計      約 0.4ha  

５ 設計の概要 

(1) 埋立地の地盤の高さ 

Ｄ . Ｌ . ＋3.50ｍ～Ｄ .Ｌ . ＋3.70ｍ（Ｄ . Ｌ . は、横浜港

工事用基準面） 

(2) 工作物の種類及び構造 

   Ａ岸壁 

    構 造  鋼板セル構造 

    天端高  Ｄ . Ｌ . ＋4.00ｍ 

   Ｂ岸壁 

    構 造  二重鋼管矢板構造 

天端高  Ｄ .Ｌ . ＋4.00ｍ 

   Ｃ取付護岸 

    構 造  二重鋼管矢板構造 

天端高  Ｄ .Ｌ . ＋4.00ｍ～Ｄ . Ｌ . ＋4.20ｍ 

(3) 埋立てに関する工事の施行方法 

岸壁及び護岸の上部工が完了した後、当該岸壁及び護岸に陸

上残土を搬入して埋め立てる。 

６ 埋立てに関する工事の施行に要する期間 

  ４年９箇月間 
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別図１ 

埋 立 区 域 平 面 図 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

 埋立区域 

 町  界 

Ｎ 

錦 町 

豊浦町 

かもめ町 

千鳥町 

南本牧 

埋 立 中

埋 立 中 

 

至横須賀市 
至並木三丁目 

至川崎市 至川崎市  
本牧元町 

○文

中 区

埋立工事しゅん功区域 
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別図２ 

埋立てに関する工事の施行区域平面図 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
凡   例 

 工事の施行区域 

 町  界 

Ｎ 

錦 町 

豊浦町 

かもめ町 

千鳥町 

南本牧 

埋 立 中

埋 立 中 

 

至横須賀市 
至並木三丁目 

至川崎市 至川崎市  
本牧元町 

○文

中 区

埋立工事しゅん功区域 
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   提 案 理 由  

 公有水面の埋立てをすることについて横浜港港湾管理者横浜市代

表者横浜市長から意見を求められたので、公有水面埋立法第42条第

３項において準用する同法第３条第４項の規定により提案する。 
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 参  考  

公 有 水 面 埋 立 法 （ 抜 粋 ）  

第 ３ 条  都 道 府 県 知 事 ハ 埋 立 ノ 免 許 ノ 出 願 ア リ タ ル ト キ ハ 遅 滞 ナ ク 

其 ノ 事 件 ノ 要 領 ヲ 告 示 ス ル ト ト モ ニ 前 条 第 ２ 項 各 号 ニ 掲 グ ル 事 項 

ヲ 記 載 シ タ ル 書 面 及 関 係 図 書 ヲ 其 ノ 告 示 ノ 日 ヨ リ 起 算 シ ３ 週 間 公

衆 ノ 縦 覧 ニ 供 シ 且 期 限 ヲ 定 メ テ 地 元 市 町 村 長 ノ 意 見 ヲ 徴 ス ベ シ 但

シ 其 ノ 出 願 ガ 却 下 セ ラ ル ベ キ モ ノ ナ ル ト キ ハ 此 ノ 限 ニ 在 ラ ズ   

   （ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

市 町 村 長 第 １ 項 ノ 規 定 ニ 依 リ 意 見 ヲ 述 ベ ム ト ス ル ト キ ハ 議 会 ノ

議 決 ヲ 経 ル コ ト ヲ 要 ス 

第 42 条  国 ニ 於 テ 埋 立 ヲ 為 サ ム ト ス ル ト キ ハ 当 該 官 庁 都 道 府 県 知 事 

ノ 承 認 ヲ 受 ク ヘ シ 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

第 ２ 条 第 ２ 項 及 第 ３ 項 、 第 ３ 条 乃 至 第 11 条 、 第 13 条 ノ ２ （ 埋 立 

地 ノ 用 途 又 ハ 設 計 ノ 概 要 ノ 変 更 ニ 係 ル 部 分 ニ 限 ル ） 乃 至 第 15 条 、

第 31 条 、 第 37 条 並 第 44 条 ノ 規 定 ハ 第 １ 項 ノ 埋 立 ニ 関 シ 之 ヲ 準 用 ス

但 シ 第 13 条 ノ ２ ノ 規 定 ノ 準 用 ニ 依 リ 都 道 府 県 知 事 ノ 許 可 ヲ 受 ク ベ

キ 場 合 ニ 於 テ ハ 之 ニ 代 ヘ 都 道 府 県 知 事 ノ 承 認 ヲ 受 ケ 第 14 条 ノ 規 定

ノ 準 用 ニ 依 リ 都 道 府 県 知 事 ノ 許 可 ヲ 受 ク ヘ キ 場 合 ニ 於 テ ハ 之 ニ 代

ヘ 都 道 府 県 知 事 ニ 通 知 ス ヘ シ 

 

港 湾 法 （ 抜 粋 ）  

（ 他 の 法 令 と の 関 係 ） 

第 58 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  公 有 水 面 埋 立 法 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 知 事 （ 地 方 自 治 法 第 252  
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 条 の 19 第 １ 項 の 指 定 都 市 の 区 域 内 に あ っ て は 、 当 該 指 定 都 市 の 長 

。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） の 職 権 は 、 港 湾 区 域 内 又 は 港 湾 区 

域 内 の 公 有 水 面 の 埋 立 て に 係 る 埋 立 地 に つ い て は 港 湾 管 理 者 （ 河 

川 区 域 内 に お け る 港 湾 区 域 内 又 は 港 湾 区 域 内 の 公 有 水 面 の 埋 立 て 

に 係 る 埋 立 地 に つ い て は 都 道 府 県 知 事 及 び 港 湾 管 理 者 ） が 行 う 。 

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

 

 参 考 書 類 

１  横 浜 港 港 湾 管 理 者 横 浜 市 代 表 者 横 浜 市 長 か ら の 公 有 水 面 埋 立 て 

 に つ い て の 諮 問 （ 写 し ） 

２  公 有 水 面 埋 立 承 認 願 書 （ 写 し ） 

  （ 添 付 図 書 省 略 ） 

 

                     港 湾 管 二 第 1056 号 

                     平 成 27 年 ２ 月 27 日 

 

横 浜 市 長  林    文  子 

 

横 浜 港 港 湾 管 理 者  横 浜 市 

代 表 者 

横 浜 市 長  林    文  子  印  

 

     横 浜 港 内 の 公 有 水 面 埋 立 て に つ い て （ 諮 問 ） 

 

 国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 か ら 別 冊 の と お り 、 公 有 水 面 埋 立 て の
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出 願 が あ り ま し た の で 、 公 有 水 面 埋 立 法 （ 大 正 10 年 法 律 第 57 号 ） 第

42 条 第 ３ 項 で 準 用 す る 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 貴 職 の 意 見 を 得 た

く 諮 問 し ま す 。 

 な お 、 ４ か 月 以 内 に 答 申 願 い ま す 。 

 

 

公 有 水 面 埋 立 承 認 願 書 

 

                     国 関 整 港 管 第117 号 

平 成 27 年 ２ 月 ４ 日 

 

横 浜 港 港 湾 管 理 者  横 浜 市 

代 表 者  横 浜 市 長  林    文  子  様 

 

出  願  人 

     所 在 地   埼 玉 県 さ い た ま 市 中 央 区 新 都 心 ２ 番 地 １ 

     名 称   国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 

代  表  者 

     住 所   埼 玉 県 さ い た ま 市 中 央 区 新 都 心 ２ 番 地 １ 

     代 表 者   国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 長 

越  智  繁  雄  印  

 

公 有 水 面 埋 立 法 第 42 条 第 １ 項 の 公 有 水 面 埋 立 て の 承 認 を 受 け た い 

の で 、 下 記 に よ り 、 出 願 し ま す 。 
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              記               

 

１  埋 立 区 域 

(1)  位  置 

   神 奈 川 県 横 浜 市 中 区 南 本 牧 １ 番 、 ５ 番 及 び ７ 番 ３ の 地 先 公 有

水 面 

(2)  区  域 

次 の 各 地 点 の う ち ① の 地 点 か ら ⑧ の 地 点 ま で を 順 次 に 結 ん だ

線 、 ⑧ の 地 点 と ⑨ の 地 点 を 結 ぶ 平 成 26 年 ３ 月 13 日 付 け 横 浜 市 港

湾 管 二 指 令 第 247 号 の 承 認 に 係 る 埋 立 て の 埋 立 区 域 と 公 有 水 面

と の 境 界 線 （ Ｄ ． Ｌ ． ＋ 1.91 ｍ に よ り 決 定 ）、 ⑨ の 地 点 か ら ⑭

の 地 点 ま で を 順 次 に 結 ぶ 平 成 ２ 年 １ 月 24 日 付 け 横 浜 市 港 湾 港 指

令 第 2197 号 の 免 許 に 係 る 埋 立 て の 埋 立 区 域 と 公 有 水 面 と の 境 界

線 （ Ｄ ． Ｌ ． ＋ 1.87 ｍ に よ り 決 定 ）、 ① の 地 点 と ⑭ の 地 点 を 結

ぶ 平 成 ２ 年 １ 月 24 日 付 け 横 浜 市 港 湾 港 指 令 第 2196 号 の 承 認 に 係

る 埋 立 て の 埋 立 区 域 と 公 有 水 面 と の 境 界 線 （ Ｄ ． Ｌ ． ＋ 1.87 ｍ

に よ り 決 定 ） に よ り 囲 ま れ た 区 域 。 

① の 地 点  横 浜 市 公 共 基 準 点 617 （ 本 牧 南 小 学 校 ） （ 北 緯 35

度 24 分 58 秒 6215 、 東 経 139 度 40 分 07 秒 7304 ） か ら 159 度 13

分 35 秒 2,448.80 ｍ の 地 点 

② の 地 点  ① の 地 点 か ら  300 度 12 分 17 秒   2.54 ｍ の 地 点 

③ の 地 点  ② の 地 点 か ら   30 度 12 分 17 秒   0.50 ｍ の 地 点 

④ の 地 点  ③ の 地 点 か ら  300 度 12 分 17 秒   12.48 ｍ の 地 点 

⑤ の 地 点  ④ の 地 点 か ら  315 度 30 分 00 秒   39.43 ｍ の 地 点 

⑥ の 地 点  ⑤ の 地 点 か ら   45 度 30 分 00 秒   9.43 ｍ の 地 点 
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⑦ の 地 点  ⑥ の 地 点 か ら  135 度 30 分 00 秒   1.95 ｍ の 地 点 

⑧ の 地 点  ⑦ の 地 点 か ら   45 度 30 分 00 秒  130.87 ｍ の 地 点 

⑨ の 地 点  ⑧ の 地 点 か ら  135 度 30 分 00 秒   21.50 ｍ の 地 点 

⑩ の 地 点  ⑨ の 地 点 か ら  225 度 30 分 00 秒   92.18 ｍ の 地 点 

⑪ の 地 点  ⑩ の 地 点 か ら  210 度 30 分 00 秒   39.53 ｍ の 地 点 

⑫ の 地 点  ⑪ の 地 点 か ら  135 度 30 分 00 秒   5.68 ｍ の 地 点 

⑬ の 地 点  ⑫ の 地 点 か ら  120 度 12 分 17 秒   12.94 ｍ の 地 点 

⑭ の 地 点  ⑬ の 地 点 か ら  213 度 28 分 05 秒   8.29 ｍ の 地 点 

(3)  面  積 

   3,523.64 ㎡ 

 

２  埋 立 て に 関 す る 工 事 の 施 行 区 域 

 (1)  位  置 

   神 奈 川 県 横 浜 市 中 区 南 本 牧 １ 番 、 ５ 番 及 び ７ 番 ３ の 地 先 公 有

水 面 

 (2)  区  域 

   次 の 各 地 点 を 順 次 に 結 ん だ 線 及 び ① ’ の 地 点 と ⑤ ’ の 地 点 を

結 ん だ 線 に よ り 囲 ま れ た 区 域 。 

① ’ の 地 点  横 浜 市 公 共 基 準 点 617 （ 本 牧 南 小 学 校 ） （ 北 緯

35 度 24 分 58 秒 6215 、 東 経 139 度 40 分 07 秒 7304 ） か ら 166 度

19 分 03 秒 2,313.13ｍ の 地 点 

② ’ の 地 点  ① ’ の 地 点 か ら   45 度 30 分 00 秒  456.54 ｍ の

地 点 

③ ’ の 地 点  ② ’ の 地 点 か ら  135 度 30 分 00 秒  376.60 ｍ の

地 点 
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④ ’ の 地 点  ③ ’ の 地 点 か ら  225 度 30 分 00 秒  445.56 ｍ の

地 点 

⑤ ’ の 地 点  ④ ’ の 地 点 か ら  306 度 30 分 00 秒  107.82 ｍ の

地 点 

(3)  面  積 

172,455.76 ㎡ 

 

３  埋 立 地 の 用 途 

 用        途      配        置    規  模

ふ 頭 用 地 埋 立 地 の 北 東 か ら 南 西 に か け て の 位 置 0.3ha 

保 管 施 設 用 地 埋 立 地 の 南 東 部 に 位 置 0.1ha 

 

４  設 計 の 概 要 

(1)  埋 立 地 の 地 盤 の 高 さ 

Ｄ . Ｌ . ＋ 3.50 ｍ か ら Ｄ . Ｌ . ＋ 3.70 ｍ 

(2)  護 岸 、 堤 防 、 岸 壁 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作 物 の 種 類 及 び 構 

  造 

名       称  種      類       構             造     

Ａ  岸   壁  岸      壁  

（基礎工）深層混合処理             

     サンドコンパクション          

（本体工）鋼板セル               

（上部工）コンクリート             

    ＜天端高＞Ｄ.Ｌ.＋4.00ｍ     

 

Ｂ  岸   壁  

 

岸      壁  

（基礎工）深層混合処理     

     サンドコンパクション      

（本体工）二重鋼管矢板              
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  （上部工）コンクリート             

       ＜天端高＞Ｄ.Ｌ.＋4.00ｍ      

Ｃ取付護岸  護      岸  

(本体工）二重鋼管矢板          

(上部工）コンクリート             

    ＜天端高＞Ｄ.Ｌ.＋4.00ｍ～Ｄ.Ｌ.＋ 

        4.20ｍ 
 

(3)  埋 立 て に 関 す る 工 事 の 施 行 方 法 

①  埋 立 工 法 

本 埋 立 工 事 は 、 － 18 ｍ 岸 壁 （ Ａ 岸 壁 、 Ｂ 岸 壁 ） の 整 備 を 目

的 と し た 工 事 で あ り 、 埋 立 区 域 を 一 体 的 に 施 行 ・ し ゅ ん 功 さ

せ る 。 埋 立 て は 岸 壁 及 び 護 岸 の 上 部 工 が 完 了 し 、 埋 立 区 域 が

外 界 か ら 遮 断 さ れ た 後 、 本 埋 立 区 域 背 後 の コ ン テ ナ ヤ ー ド 整

備 で 発 生 す る 陸 上 残 土 を 搬 入 し 埋 立 て る 。 

②  埋 立 て に 関 す る 工 事 の 施 行 順 序 

埋 立 て に 関 す る 工 事 は 、 Ａ 岸 壁 の 北 東 側 か ら Ｂ 岸 壁 側 へ 、

並 行 し て Ｃ 取 付 護 岸 の 南 側 か ら Ｂ 岸 壁 へ と 順 次 施 行 す る 。 

Ａ 岸 壁 側 で は 、 ま ず 、 深 層 混 合 処 理 及 び サ ン ド コ ン パ ク シ

ョ ン に よ る 地 盤 改 良 を 行 っ た 後 、 床 堀 り 及 び 基 礎 捨 石 を 行 う

。 次 に 、 鋼 板 セ ル 、 ア ー ク を 据 え 付 け 、 中 詰 材 、 蓋 コ ン ク リ

ー ト を 施 行 す る 。 続 い て 、 盛 石 、 裏 込 石 を 施 行 し 、 上 部 工 を

施 行 す る 。 な お 、 Ｂ 岸 壁 側 一 部 区 間 に は 海 底 に 転 石 が あ る た

め 、 深 層 混 合 処 理 に 先 駆 け て 先 行 削 孔 を 施 行 す る 。 

Ｃ 取 付 護 岸 、 Ｂ 岸 壁 で は 施 行 箇 所 に 既 設 防 波 堤 の 基 礎 捨 石

が 存 在 す る た め 、 ま ず 、 基 礎 捨 石 に 先 行 削 孔 を 行 っ た 後 鋼 管

矢 板 を 打 設 す る 。 次 に 腹 起 し ・ タ イ ロ ッ ド を 設 置 し 、 事 前 混

合 処 理 土 に よ る 中 詰 及 び 裏 埋 土 を 施 行 す る 。 次 い で 上 部 コ ン
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ク リ ー ト を 打 設 す る 。 

Ａ 岸 壁 及 び Ｂ 岸 壁 の 上 部 工 の 施 行 後 附 帯 工 （ 係 船 柱 ・ 防 舷

材 等 ） を 施 行 す る 。 

岸 壁 、 護 岸 の 本 体 工 、 上 部 工 、 付 帯 工 の 施 行 に 並 行 し て ク

レ ー ン 基 礎 く い を 施 行 す る 。 

外 周 施 設 の 上 部 工 を 施 行 し 概 成 さ せ た 後 、 埋 立 て 土 砂 を 搬

入 し 、 所 定 の 天 端 高 さ に 整 地 し て 埋 立 て に 関 す る 工 事 を し ゅ

ん 功 さ せ る 。 

な お 、 舗 装 工 は 、 し ゅ ん 功 後 、 本 埋 立 地 背 後 の コ ン テ ナ ヤ

ー ド 舗 装 工 の 進 捗 に 合 わ せ て 施 行 す る 。 

  ③  埋 立 て に 用 い る 土 砂 等 の 種 類 

    陸 上 残 土 

(4)  公 共 施 設 の 配 置 及 び 規 模 の 概 要 

   該 当 無 し 

 

５  埋 立 て に 関 す る 工 事 の 施 行 に 要 す る 期 間 

  ４ 年 ９ 月 

 

６  添 付 図 書 の 目 録 

(1)  埋 立 必 要 理 由 書 

(2)  設 計 概 要 説 明 書 

(3)  資 金 計 画 書 

(4)  埋 立 て に 関 す る 工 事 に 要 す る 費 用 に 充 て る 資 金 の 調 達 方 法 を

証 す る 書 類 

(5)  処 分 計 画 書 
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(6)  環 境 保 全 に 関 し 講 じ る 措 置 を 記 載 し た 図 書 

(7)  公 共 施 設 の 配 置 及 び 規 模 に つ い て 説 明 し た 図 書 

(8)  法 第 ４ 条 第 ３ 項 の 権 利 を 有 す る 者 に 関 す る 調 書 

(9)  公 有 水 面 の 利 用 に 関 し て 設 置 し た 施 設 に 関 す る 調 書 

(10)  埋 立 て に 用 い る 土 砂 等 の 採 取 場 所 及 び 採 取 量 を 記 載 し た 図 書 

(11)  直 前 三 月 以 内 に 撮 影 し た 埋 立 区 域 等 の 写 真 

(12)  添 付 図 面 

  ア  一 般 平 面 図     （ １ 葉 ） 

  イ  実 測 平 面 図     （ １ 葉 ） 

  ウ  求 積 平 面 図     （ １ 葉 ） 

  エ  海 図        （ １ 葉 ） 

  オ  埋 立 地 横 断 面 図   （ １ 葉 ） 

  カ  埋 立 地 縦 断 面 図   （ １ 葉 ） 

  キ  工 作 物 構 造 図    （ ３ 葉 ） 

  ク  埋 立 地 の 用 途 及 び 利 用 計 画 の 概 要 を 表 示 し た 図 面  （ ２ 葉

） 

(13)  参 考 図 書 

  ア  公 図 （ 写 し ）    （ １ 葉 ） 

  イ  既 設 工 作 物 構 造 図  （ ２ 葉 ） 

  ウ  過 去 10 年 間 の 春 秋 分 の 満 潮 位 表 
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